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１．はじめに 

 

（１）研究の背景と目的 

都市計画法や河川法などの法制度においては，市民

参加が制度化され，様々な取り組みが試みられている

が，公共基盤施設整備に関わる市民参加への要求は，

近年ますます声高に主張されるようになった．交通基盤

施設においても，その計画立案過程に市民参画の仕組

みを取り入れるべく，道路整備五カ年計画においてもＰＩ

（パブリックインボルブメント）導入の方向性が示唆され

ている．自動車専用道路の整備においては，用地の確

保のみならず，周辺地域への影響の大きさや，沿線の

広い範囲に渡って直接的な影響が及ぶことから，計画

主体や事業主体と沿線地域との間で紛争が生じること

が少ない．このため，市民参画の導入には慎重になら

ざるを得ず，結果として，市民参画の手法開発や実務

者の育成が遅れている．今後迎えるべきＰＩの本格的な

普及を前に，技術や人材面での環境整備が急がれると

ころである． 

本論文では，こうした背景のもと，ＰＩ実務者育成の試

行的取り組みとして，平成１４年１月に実施されたトレー

ニングコースについての概要を報告し，あわせて，今後

の人材育成のプログラム構築を念頭に，課題となるポイ

ントを提示したい． 

 

（２）ＰＩトレーニングコースの試行と設計 

ＰＩトレーニングコースの試行では，主に国土交通省

の担当職員と，その他，自治体，大学関係者，民間機

関から，合計２５名の参加協力を得た．連続する３日間

の実施期間を通じて，ほぼ全員の参加を得た． 
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我が国の道路政策においては，ＰＩの明確な方針付け

が未だなされていないことや，市民参画の実施実績が

乏しく，専門技術の体系化や実務者が十分でないと考

えられたことから，本トレーニングコースの設計では，ＰＩ

を先進的に実施してきた米国に雛形を求め，米国連邦

交通省の実施するＰＩトレーニングプログラムを基礎とし

た．また，実施においても，米国から招いた専門家３名
a)

にトレーナーを依頼し，同時通訳を介して行うこととした．

なお，教材としては，本コース用に作成された講習用の

ワークブック
1)
や，各種のプレゼンテーション資料の他，

連邦交通省監修によるＰＩ技術マニュアル
2)
（翻訳）を用

いた． 

 

（３）米国におけるＰＩ実務者育成の状況 

トレーニングコースのモデルを求めた米国においては，

ＰＩ実務者育成のため，連邦交通省および道路局(FHW

A)のもとにトレーニングプログラムが運用されており，年

間を通じて幅広く活用されている．米国連邦規則におい

ては，連邦補助事業をコンポーネントとする交通計画を

対象に，計画立案プロセスを制度化しているが，1991

年のISTEAの制定後は，計画立案過程でのＰＩの実施

が義務づけられている．ＰＩの義務化にともない，この規

則を管理する連邦交通省は，高速道路事業を担当する

州やＭＰＯの道路部局の職員に対し，ＰＩの意義や意味，

方法論を提供することが必要となった．これは，連邦補

助道路の計画を行う州やＭＰＯが十分にＰＩを実施せず

に計画を策定し，連邦規則違反を問われた場合，連邦

政府にも管理責任が及ぶためである．連邦交通省では，

このため，ＰＩ技術マニュアル２）を提供するとともに，実務

者用のトレーニングプログラムを開発し，人材育成に努

めている．トレーニングプログラムの開発では，紛争解

決機関に開発を委託するとともに，その実施では，ＰＩや

紛争解決の実務を担当している専門家にトレーナーを

委ねている．なお，現在は，これまでの実績を踏まえ，プ

ログラム内容の見直し作業を実施している． 



 

 

 

２．ＰＩトレーニングコースの講習方法とコンポーネント 

（１）学習方法 

コミュニケーションを基礎とするＰＩでは，トレーニング

においても参加者相互のコミュニケーションを通じて学

習するスタイルが効果的であることが実績からわかって

おり，このため，本トレーニングコースにおいても，単な

る情報移転を目的とした講義型ではなく，演習を中心と

する参加型の講習形式とした．演習は，６人程度の参

加者で構成されるグループを一単位として，グループ内

やグループ間での討議やロールプレイなど，ＰＩの実務

で実際に用いられる方法を用いて行われた．参加者は，

演習を通じて，ＰＩ手法に慣れ親しむとともに，常時，参

画せざるを得ない状況を作り出すよう設計したことが大

きな特徴となっている．また，被験者への事後評価にお

いても，参加型の講習方式への評価は極めて高く（図

－１），その効果は特筆すべきである． 

 

（２）構成要素 

コースは，以下の４つのモジュールを構成要素として

設計された． 

①ＰＩの機能 

導入部分として，ＰＩの役割を学ぶモジュールを配置し

た．これは，ＰＩの本質的な意義について，討議を通じて

確認するプロセスである．参加型の意思決定システム

やガバナンスの形態は，他の先進国では既に一般化し

つつあり，今後，経済やメディア情報のグローバル化を

通じて，日本での普及も容易に想像されるが，公共政

策立案過程においても，参加型システムへの移行の圧

力は，避けがたい方向性であることを確認しあうとともに，

こうした社会変化へ直面すべく，どのような対応が必要

となるかを問うことで，ＰＩの必要性に関する思考の深化

を試みた． 

②コミュニケーションスキル 

米国におけるＰＩは，主に７０年代の司法改革以降に

発展したインタレストベースの問題解決法の考え方を基

礎として発展した．これは，コミュニケーションの場にお

いて，発言そのものをポジション（表明された態度）と捉

え，一方，ポジションの理由となっている利害や関心を

インタレスト（利害・関心）として区別し，このインタレスト

に着目して対話を進める方法論である．本モジュールで

は，この方法論をもとにしたコミュニケーション手法と，こ

れを発展させたファシリテーション技術について学習す

るようデザインされた．ファイシリテーション技術は，会議

における議論の整流化や効率化を促す技術である．フ

ァシリテーションをおこなうファシリテーターは，議論を通

じてインタレストを分析し，建設的な議論に変換（refram

ing）する役割を担うことから，会議を多用するＰＩにおい

て，極めて重要な存在となる．なお，事後評価では，こ

のモジュールの内容が参加者に強いインパクトを与えて

いることがわかる（図－１）． 

③ＰＩ計画 

計画立案プロセスでは，多様なＰＩツールを用いて，

様々な関係者（stakeholder）と対話を行い，計画に反

映すべきインタレストを抽出するが，第３のモジュールで

は，関係者の特定方法や，関係者の属性に適したＰＩ手

法の選択，市民の声を集約するための組織構成など，

一連のプロセスを計画する方法について学習する． 

なお，前述のインタレストベースのコミュニケーション

理論は，計画の立案プロセスについても極めて重要な

示唆を与える．それは，計画の初期段階からＰＩを導入

し，インタレストに相当する目的やニーズに重点を議論

し明確化することが，計画立案プロセスを円滑に進める

ために重要であるということである．日本の公共政策に

おいて一般的に採用されるプロセスでは，はじめに対策

案を提示し，目的やニーズを十分論議することなく，ポ

ジションに相当する賛否や対策(solution)に重点を置い

て進められる．このため，賛否や対策の理由あるいは動

機となる目的・ニーズ（インタレストに相当）が相対的に

軽視されやすく，結果としてNIMBY的姿勢を助長し，さ

らには，賛否や代替案を支持する人数の問題に帰着す

るところとなり，票数に敏感な政治の介入を招くところと

なる．ＮＩＮＢＹ的思考を回避する方法論として着目すべ

き視点である． 

 

④部局間パートナリング（調整手法） 

ＰＩの実施においては，計画に関わる様々な行政部局

の協調が不可欠であるが，しばしば，調整が難航するこ

とがあり，ＰＩの実施に重大な障害をもたらす．パートナリ

ングは，根拠となる法制度が異なる行政部局間の調整

を目的として開発された手法である．行政部局間調整

は，日本においても共通する課題であることから，本トレ



 

 

ーニングにも採用することとした．本モジュールでは，調

整の動機となる目的の共有化や，調整のための仕組み

づくりについて学習するようデザインされた． 
Ｑ：参加型講習は効果的でしたか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ：最も印象に残ったモジュールは？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 事後評価アンケートの結果 

 

３．ＰＩ実務者育成に関わる今後の課題 

 

（１）基本理念の共有化 

日本における大規模道路整備においては，市民との

様々な紛争を経験してきた経緯から，自己防衛的な対

話スタイルが慣習化され，市民との接点をなるべく絞る

ような対応に終始してきた．このような環境に長い間置

かれてきた行政担当者にとって，市民との接点を広げ，

開放系の計画プロセスへ転換することは，決して容易で

ないはずである．ＰＩの概念的理解においても，その目的

を説得の手法や世論操作手法として誤解したり，意図

的に誤用することも懸念されることから，先ず，ＰＩの本

来的な理念を共有化することが極めて重要であるととも

に，あわせて，ＰＩの倫理規定やパフォーマンス規定など

の枠組み整備との連動が望まれる． 

 

（２）基礎技術の普及 

インタレストベースのコミュニケーション手法は，７０年

代以降発展した交渉学の根幹的理論となっているが，

代替的理論が見いだせないこともあり，少なくとも当面

は，実務上の根拠として広く普及すべき理論であるとい

え，実務者育成においても，学習すべき基礎的技能の

主軸をなすものである．インタレストベースのコミュニケ

ーション手法は，概念的には理解しやすいが，実際に修

得するためには，その発展系であるファシリテーション

技術とともに，繰り返し練習し，体得することが必要であ

る．なお，日本における会議技術の欠如はこれまでも指

摘されているところであるが，今後，様々な分野で潜在

的ニーズがあると考えられ，この技術を修得したファシリ

テーターの供給も重要な課題である． 

 

（３）支援環境の整備 

今回試行されたトレーニングコースをひとつのマイル

ストーンとして，体系的なＰＩ実務者育成プログラムを構

築することが重要であり，プログラム開発のための予算

化など，包括的な取り組み姿勢が必要である． 
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